
 

付
録
第
六
（
第
九
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
三
項
関
係
） 

   

Ｗ
は
、
当
該
勝
馬
に
対
す
る
勝
馬
投
票
券
の
総
券
面
金
額
と
す
る
。 

Ｄ
は
、
出
走
し
た
馬
で
あ
つ
て
勝
馬
以
外
の
も
の
に
対
す
る
勝
馬
投
票

券
の
総
券
面
金
額
と
す
る
。 

Ｐ
は
、
勝
馬
の
数
と
す
る
。 

Ｒ
は
、
法
第
八
条
第
一
項
（
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
競
馬
会
、
都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
が
定
め

る
率
と
す
る
。 

Ａ
は
、
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
加
算
金
と
す
る
。 
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